
在宅医療支援システム研究会次第 
 

日時 平成３０年５月２９日（火） 
１８時３０分～ 

場所 介護老人保健施設くろかみ 研修室 
                    

１ 開  会 
 
２ あいさつ 
 
３ 報告・紹介事項 
 
 （１）岡山県地域包括ケアシステム学会について 
 
 （２）しまね医療情報ネットワーク協会からの視察について 
 

（３）新見地域年間会議等計画一覧について 
 
（４）岡山県介護支援専門員協会の活動について 
   ・OCMA ケアマネ業務支援システム リリース 
   ・医療・介護連携多職種連携推進部会 設置 

  
 （５）その他 
 
 
４ 協議事項 
 

(１) 通信機器を用いた遠隔診療に関する指針について 
 

(２) 新見市情報連携システム推進事業について 
 

 
５ その他 
 
 

次回開催日 
平成２９年６月  日（  ） 



　岡山県地域包括ケアシステム学会
 　Okayama Society of Community-based Integrated Care System（OCCS） 

 

第3回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会
 

 
   メインテーマ「わが事、まる事、みんなで住み良い街づくり」

            〜オール岡⼭で良質な⽀援の輪を〜
  

開催⽇：平成30年9⽉30⽇（⽇曜⽇）
 開催場所 

  ☆メイン会場 岡⼭県医師会館（岡⼭市北区駅元町19-2）
         （総合受付，開閉会式，基調講演，シンポジウム，⼝述演題発表）

  ☆第2会場  岡⼭国際交流センター5F・7F・8F（岡⼭市北区奉還町2丁⽬2-1）
         （企業展⽰，飲⾷スペース・⼝述およびポスター発表）

 ⼤会⻑  福嶋 啓祐（岡⼭プライマリ・ケア学会会⻑、医療法⼈福嶋医院理事⻑）
  

＜＜プログラム＞＞
  9：30〜9：55  1．開会挨拶

            ⼤会⻑挨拶
             岡⼭プライマリ・ケア学会 

              会⻑・⼤会⻑ 福嶋 啓祐
            来賓挨拶（未定）

  
 9：55〜10：55 2．基調講演① 座⻑（未定） 

             「地域包括ケアシステムにおける
                    リハビリテーションの役割」

             講師：⼀般社団法⼈ 全国デイ・ケア協会会⻑ 
                           ⻫藤正⾝ ⽒

  10：55〜11：35  基調講演②
             「地域包括ケアとまちづくり」

             講師：岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬学総合研究科教授 
                           浜⽥ 淳 ⽒

  
 11：35〜12：15  基調講演③ 座⻑（未定）

             「未定」
             講師：医療法⼈ 塚本内科医院院⻑  

                           塚本眞⾔ ⽒
  

 12：30〜13：00  ランチョンセミナー 座⻑（未定）
             「未定」

             講師：岡⼭県環境保健センター所⻑  
                           岸本寿男 ⽒

  
 13：15〜14：30 3．シンポジウム 座⻑（未定）

          「地域の中で多職種と関わる地域包括ケアシステムを考える」
  

 14：45〜16：45 4．指定演題発表
  

  16：45〜17：00 5 閉会挨拶



平成30年度　新見地域年間会議等計画一覧
Ｈ30年5月時点

項目

新見地域医療ネットワーク 6

在宅医療・介護連携推進協議会

市民講演会 17

認知症介護家族交流会 3

Z連携説明会

多職種連携会議

定例会・セミナー 21 26 共催 18 共催 共催

総会・役員会・サロン 19 17 21

地域医療ミーティング推進協議会 ○　（第１回開催予定） （第２回開催予定） ○

ふれあいミーティング （３回程度開催予定）

看護就職フェアの開催（実行委員会が主催） 13

シュミレーショントレーニング 24 ※現在のところ1回のみ開催日が決定している(年３回程度予定）

PIONEシンポジウム 29 （看取り）

インテンシブコース在宅・緩和医療（岡山大学主催） 調整中

総合内科ステップアップ（岡山大学主催） 調整中

健康づくり連絡会 24or26

健康づくり連絡会役員会

健康づくり推進大会

心の講演会

ゲートキーパー要請講座

ラジオ体操講習会 29

高梁・新見圏域保健医療対策協議会

感染症対策研修会

結核対策研修会

給食施設従事者・管理者研修会

管内保健従事者研修会

学生自主企画講演会

サテライト・デイ

学術講演会 20 29

新見地域在宅医療支援システム研究会 24 29 26 31 28 25 30 27 25 29 26 26

認知症ケアパス普及研修会

糖尿病研修会 28

支部集会 9

研修会・役員会 9 25 10

看護研究発表会 23

施設代表者会議 10

まちの保健室  今年度は休止

哲西福祉健康まつり

福祉フォーラム

まちの保健室  今年度は休止

薬と健康の週間 　（大佐ふるさと祭り）

介護者のつどい 7 10 23

 ふれあいいきいきサロン　市内約90会場　年6～12回

 福祉連絡会・小地域ケア会議　市内約30会場　各年２～３回

明日から使える日常診療レクチャー 23 年4回程度予定その他

薬剤師会

岡山県看護協会新見支部

ケアマネ協会新見支部

新見市
社会福祉協議会

新見医師会

団体名

公立大学・短期大学

市民課

健康づくり課

在宅医療・介護
連携支援センターまんさく

備北保健所
新見支所

介護保険課
（地域包括支援センター）

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

入退院支

援ルール 糖尿病 看取り











診療形態 診療報酬での対応

医師対医師
(D to D)

情報通信機器を用いて画像等の送受信を行い
特定領域の専門的な知識を持っている医師と
連携して診療を行うもの

［遠隔画像診断］
・ 画像を他医療機関の専門的な知識を持っている医師に送信し、その読影・診断

結果を受信した場合

［遠隔病理診断］
・ 術中迅速病理検査において、標本画像等を他医療機関の専門的な知識を持っ

ている医師に送信し、診断結果を受信した場合（その後、顕微鏡による観察を行
う。）

・ （新）生検検体等については、連携先の病理医が標本画像の観察のみによって

病理診断を行った場合も病理診断料等を算定可能

医師対患者
(D to P)

情報通信機
器を用いた

診察

医師が情報通信機器を用いて
患者と離れた場所から診療を
行うもの

［オンライン診療］
・（新）オンライン診療料
・（新）オンライン医学管理料
・（新）オンライン在宅管理料・精神科オンライン在宅管理料
対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満た

すことを前提に、情報通信機器を用いた診察や、外来・ 在宅での医学管理を行っ
た場合

※電話等による再診
（新）患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう要件の見直し

（定期的な医学管理を前提とした遠隔での診察は、オンライン診療料に整理。）

情報通信機
器を用いた

遠隔
モニタリング

情報通信機能を備えた機器を
用いて患者情報の遠隔モニタリ
ングを行うもの

［遠隔モニタリング］

・心臓ペースメーカー指導管理料（遠隔モニタリング加算）

体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者に対して、医師が遠隔モ

ニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合

・（新）在宅患者酸素療法指導料（遠隔モニタリング加算）

・（新）在宅患者持続陽圧呼吸療法（遠隔モニタリング加算）

在宅酸素療法、在宅CPAP療法を行っている患者に対して、情報通信機器を備

えた機器を活用したモニタリングを行い、療養上必要な指導管理を行った場合

診療報酬における遠隔診療（情報通信機器を用いた診療）への対応
平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価①

3



(新) オンライン診療料 70点（１月につき）

［算定要件］

(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いてオンライン

による診察を行った場合に算定。ただし、連続する３月は算定できない。

(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計

画に基づき診察を行う。

(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診

療に係る指針に沿って診療を行う。

(５) オンライン診療料を算定した同一月に、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約

に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

［施設基準］

(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。

(3) 一月あたりの再診料等（電話等による再診は除く）及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下であること。

［オンライン診療料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価②

特定疾患療養管理料 地域包括診療料

小児科療養指導料 認知症地域包括診療料

てんかん指導料 生活習慣病管理料

難病外来指導管理料 在宅時医学総合管理料

糖尿病透析予防指導管理料 精神科在宅患者支援管理料

オンライン診療料の新設
 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への
配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設する。
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(新) オンライン医学管理料 100点（１月につき）
［算定要件］

(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信

機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が２月以内の場合

に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。

(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。

(3)  対象となる管理料等を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

等を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療（対面診療の間隔は３月以内）とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計

画に基づき診察を行う。

(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定

める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

［オンライン診療料が算定可能な患者］

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

特定疾患療養管理料 小児科療養指導料 てんかん指導料 難病外来指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料 地域包括診療料 認知症地域包括診療料 生活習慣病管理料

１ｗ ２ｗ ３ｗ ４ｗ ５ｗ ６ｗ ７ｗ ８ｗ ９ｗ １０ｗ 11w 12w 13W  14Ｗ 15Ｗ

● ● ● ●

● ○ ○ ●

医学管理料
＋

再診料

オンライン医学管理料 100点 医学管理料
＋

再診料

オンラインを併用する場合

●：対面診療 ○：オンライン診察

＋
オンライン診療料 70点

オンライン医学管理料 100点
＋

オンライン診療料 70点

※ オンライン医学管理料の請求は次回受診月

オンライン医学管理料の新設

平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価③

 情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を

含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン医学管理料を新設する。
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(新) 在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料 100点（１月につき）
［算定要件］

(１) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を１回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、リア

ルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数

に加えて算定する。ただし、連続する３月は算定できない。

(２) 対象となる管理料を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を

初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

［オンライン在宅管理料が算定可能な患者］

在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

(新) 精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料 100点（１月につき）
［算定要件］

(１) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション（ビデオ通

話）が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、精神科在宅患者支援管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する

３月は算定できない。

(２) 対象となる管理料を初めて算定してから６月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料

を初めて算定した月から６月以上経過している場合は、直近12月以内に６回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

［精神科オンライン在宅管理料が算定可能な患者］

精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から６月以上を経過した患者。

１ｗ ２ｗ ３ｗ ４ｗ ５ｗ ６ｗ ７ｗ ８ｗ ９ｗ １０ｗ 11w 12w

● ● ○ ● ●

在宅時医学総合管理料（月１回）
＋

訪問診療料 オンライン在宅管理料 100点
＋

●：訪問診療 ○：オンライン診察

＋＋
在宅時医学総合管理料（月１回）

＋
訪問診療料

在宅時医学総合管理料（月２回）

訪問診療料 訪問診療料

オンライン在宅管理料の新設
平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価④

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を

含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン在宅管理料等を新設する。
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ－２－１）遠隔診療の評価⑤

電話等による再診の要件の見直し

 電話等による再診について、患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした
場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう、要件を見直す。

［算定要件］

(１) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接（電話、テレビ画
像等による場合を含む。）に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管
理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成30 年３月31 日以前に、３月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による
再診料を算定していた患者については、当該医学管理を前提とした医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続
き算定することができる。その場合には、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。

(２) 当該再診料を算定する際には、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。

(３) 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
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平成 29 年度 Ｚ連携研修会 次第 

 
  日時： 平成 29 年 7 月 26 日（水） 

  18:30～20:30 

 場所： A コープ２階生活センター会議場 

１ 開 会 

 

２ あ い さ つ   

 

３ 取組紹介  

   １）Ｚ連携の機能説明・実績報告            

  ２）にいみ広域遠隔会議システムの機能説明・実績報告  

   ３）新見版情報共有書（Ｈ29.3 月版）エクセル入力支援版 

家族構成図の紹介                  

 

４ 体験 

１）web 会議の体験 

      Ｚ連携から web 会議への参加方法         

２）質疑応答                     

 

～ ５ 分 休 憩 ～ 

 

５ 事例紹介 

   １）web 会議を利用した多職種連携 

             訪問看護ステーションくろかみ 小郷寿美代様 

    

２）web 会議・Ｚ連携を利用したサービス担当者会議 

                くろかみ介護支援センター 坂本嘉巳様 

   

 ３）遠隔テレビ会議システムを利用した外出支援 

～思いに寄り添う医療の提供～ 

                   渡辺病院地域連携室 池田直美様 

  

６ 意見交換会 

   「ＩＣＴを活用した情報共有の推進について」      

 

７ 閉 会 
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